
 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市保健福祉部介護保険課 
 

令和３年度の介護報酬改定について、盛岡市に所在する介護事業所を運営される皆様方に

情報提供を行うため、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止の観点から、介護報酬改

定の説明会をオンライン形式にて行います。 

今回の報酬改定においても、ＩＣＴを活用したオンライン会議は、業務への活用が可能と

なる取り扱いとなっており、今後の業務への活用を進めるためにも、オンライン説明会への

積極的な御対応をお願いします。 

 
 

オンライン説明会開催日程 
 

日時 ３月 23日（火） ３月 24日（水） ３月 25日（木） 

Ａ 
9:15～10:15 

訪問介護①※２ 短期入所生活介護 認知症対応型共同生活介護 

Ｂ 
10:30～11:30 

訪問看護 
介護老人福祉施設/ 

地域密着型介護老人福祉施設生活介護 

居宅介護支援/ 

介護予防居宅介護支援 

Ｃ 
13:15～14:15 

訪問リハビリテーション 
介護老人保健施設 

（短期入所療養介護※１） 
訪問介護②※２ 

Ｄ 
14:30～15:30 

通所介護/地域密着通所介護 

/認知症対応型通所介護 

介護医療院/介護療養型医療施設 

（短期入所療養介護※１） 
特定施設入居者生活介護 

Ｅ 
15:45～16:45 

通所リハビリテーション 小規模多機能型居宅介護 － 

※１ 短期入所療養介護の説明を併せて行います。 

※２ 訪問介護①と訪問介護②は同一の内容のため、いずれか一方に御参加ください。 

 

次のサービス種別は、個別相談形式（オンライン 又は 対面）による説明を実施します。 

 

 

 

 

 
なお、別のサービス種別のオンライン説明会に御参加のうえ、サービス種別ごとの改定項目のみを個別相談とすること

も可能です。参加するオンライン説明会は、次の時間を推奨します。 

■のサービス種別…「訪問介護①」又は「訪問介護②」 

□のサービス種別…「介護老人保健施設」又は「介護医療院・介護療養型医療施設」 

※説明会内でも解説を実施しますが他種別の説明が長時間となる見込みです。 

●のサービス種別…「小規模多機能型居宅介護」  

 

■ 訪問入浴介護  ■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ■ 福祉用具貸与 

■ 居宅療養管理指導 □ 短期入所療養介護 ● 看護小規模多機能型居宅介護 

【要 Web予約】 実施日：3月 22日（月）以降，時間は予約時に御確認ください。 

令和３年度 介護報酬改定 
事業者向け説明会 



説明会 次第 
 

１ 盛岡市第８期介護保険事業計画と介護報酬改定の概要（5分） 

２ 介護報酬改定内容（各サービス共通）（10分） 

       改定項目の解説、体制届の提出の要否（加算）、変更届の提出の要否（基準） 

３ 介護報酬改定内容（サービスごと）（10分～20分程度 ※サービス種別により異なります） 

     改定項目の解説、体制届の提出の要否（加算）、変更届の提出の要否（基準） 

４ 制度改正、報酬改定に伴う手続き・届出時の注意事項（5分） 

     業務管理体制の届出先の変更（岩手県から盛岡市への権限移譲による）、 

     指定（許可）申請・届出様式・参考様式の改正、届出方法の一部電子化実施について、 

     連絡用メールアドレスの届出制の開始について 

５ 盛岡市からの情報提供（5分） 

     令和３年度以降の介護施設整備計画の概要、新型コロナウイルス感染症対策の各種対応 

 

※ 開催決定時点において、想定する説明内容のため、今後変更となる場合があります。 

正式な次第は、開催前に参加通知等にて御案内します。 

    「３ 介護報酬改定内容（サービスごと）」以外は、各説明時間とも同一の内容です。 

 

 

参加申込 
 

盛岡市公式ホームページ（http://www.city.morioka.iwate.jp）内、 

令和３年度介護報酬改定説明会の案内サイト（ページ ID 1034141） 

の申込フォームより、参加登録をしてください。 

 

 

 

詳細は、案内サイト内の情報を御確認ください。 

 

■参加申込のルール 

○ 原則は、盛岡市内に所在する介護事業所の事業所番号１つにつき１アカウント（端末（PC やタブレット等）１台の接続） 

分の参加申込を可能とします。 

○ 介護事業所が運営するサービス種別に関わらず、すべての説明会への申し込みが可能です。 

○ 次の場合は、説明会の各時間枠につき最新の申込 1 件のみ有効とします。 

・説明会の 1 つの枠に対し、同一事業所番号の事業所のサービス種別を変えて申込した場合 

・「１つの事業所番号＋サービス種別」の組み合わせが同じとなる複数の申込があった場合 

  

 

担当/お問い合わせ先 
盛岡市 保健福祉部 介護保険課 事業所指定係 

〒020-8530 岩手県盛岡市内丸 12 番２号 / 電話 019-626-7562(直通)  

 電子メール kaigo@city.morioka.iwate.jp 

 

参加申込締切 令和３年３月 15 日（月）16 時 59分受付分 まで 

 

http://www.city.morioka.iwate.jp/

